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令和８年度・第３７回農業委員会総会進行  

開 催 日  令和８年４月２４日 （金）  １ ３ ： ０ ０～  

開催場所   ＳＳプラザ川内  ３０１～３０３会議室  

出席委員（１７名）  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

１  中原  良治  ２  谷山  信  ３  藥師寺  しげ子  

４  新屋  純子  ５  牧田  信一  ６  小城  義己  

７  木場  祐二郎  ８  中島  弘和  ９  下茂  正憲  

１０  木下  博英  １１  乙須  紀文  １２  有馬  康夫  

１３  永留  智史  １４  山路  一浩  １５  西  裕一郎  

１６  小園  光男  １７  礒道  博和  １８  梶原  拓二  

１９  府  生次      

欠   員  (０名 ) 

欠席委員（２名）  

遅刻委員（０名）  

出席推進委員（１５名）  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

２１  山下  武徳  ２２  福壽  久雄  ２３  濵田  義博  

２４  春田  実  ２５  上小川  文男  ２６  （欠員）  

２７  鶴屋  賢了  ２８  廣庭  吉辰  ２９  中川  大樹  

３０  馬渡  義文  ３１  田中  浩徳  ３２  竹田  栄次  

３３  永吉  康之  ３４  徳永  正幸  ３５  徳永  功  

３６  鬼塚  幸男  ３７  豊田  孝之  ３８  古川  梓  

３９  髙木  成寛  ４０  早﨑  麻美子  ４１  辻󠄀  孝一郎  

欠席推進委員（５名）  

事務局出席者  森局長・梶原代理・長沼Ｇ長・田上Ｇ員  

 

薩󠄀摩川内市農業委員会会議規則第１４条の規定によって、ここに署名する。 

 

議長（農業委員会会長）                        ㊞  

 

議事録署名者        １７番                   ㊞  

 

             １８番                   ㊞  

 

議事録作成者      局長代理                ㊞  
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令和８年度・第３７回農業委員会総会議事録  

 

議事日程「諸般の報告」  

１  報  告  

報告第１２１号  農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知  

の専決処分について  

報告第１２２号  非農地証明発行の専決処分について  

報告第１２３号  農地転用事実証明書の専決処分について  

報告第１２４号  薩󠄀摩川内市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者  

        の選任について  

２  議  事  

議案第３７３号  農地法第５条の許可申請書の取下げ願いの承認につい

て  

議案第３７４号  農地法第５条の規定による農地等の所有権移転・売許可

申請承認について（知事処分）  

議案第３７５号  農地法第５条の規定による農地等の所有権移転・贈許可

申請承認について（知事処分）  

議案第３７６号  農地法第５条の規定による農地等の使用貸借権設定許

可申請承認について（知事処分）  

議案第３７７号  非農地証明願承認について  

議案第３７８号  農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・売許可

申請承認について  

議案第３７９号  農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・贈許

可申請承認について  

議案第３８０号  農用地利用集積等促進計画案（農地中間管理権設定）

の意見決定について  

議案第３８１号  令和８年度最適化活動の目標設定等（案）について  

議案第３８２号  薩󠄀摩川内市地域計画変更に係る意見書について  

３  その他  

⑴  ５月総会の日程について  

⑵  その他  
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【開始１３：００】  

 

会   長   第３６回総会後の経過を踏まえて「あいさつ」  

 

議   長   ただ今から、第３７回薩󠄀摩川内市農業委員会総会を開催いたしま

す。局長に委員の出席状況を報告させます。  

 

局   長   委員の出席状況について、報告いたします。  

定数１９名、現在員数１９名、出席委員１７名、欠席委員は２名

で、２番：谷山委員、１２番：有馬委員であり、欠席届が提出され

ております。  

なお、本日出席の農地利用最適化推進委員は１５名です。欠席委

員は５名で、２１番：山下委員、２３番：濵田委員、２７番：鶴屋

委員、２８番：廣庭委員、３７番：豊田委員であり、欠席届が提出

されております。以上で報告を終わります。  

 

議   長   お聞きのとおり、本会は農業委員等に関する法律第２７条第３項

の規定により、出席委員は過半数に達しているため有効に成立いた

しました。それでは本日の総会を、会次第により進めて参ります。 

 

議   長   はじめに、主要事務処理経過報告について、事務局の説明をお願

いします。  

 

梶原代理   主要事務処理経過報告について説明いたします。  

総会資料の１ページをお開きください。３月２７日に薩󠄀摩川内市

都市計画審議会がＳＳプラザで開催され、下茂代理が出席していま

す。同月３１日、役職定年や事務局から転出される者への辞令交付           

４月１日、事務局へ転入された者等への辞令交付を事務局執務室内

で会長が交付いたしました。  

９日と１０日がそれぞれ定例の現地調査です。１０日に定例常設

審議委員会がマリンパレスかごしまで開催され、会長が出席してお

ります。  

１６日に第３６回運営委員会が本庁舎６０４会議室で開催され、

会長、運営委員、事務局職員が出席しております。運営委員会終了

後、第３回薩󠄀摩川内市農業委員会農地利用最適化推進委員選考委員

会を開催し、選考委員、事務局職員が出席しております。  
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そして、本日、第３７回農業委員会総会が SS プラザせんだいで

開催となっております。以上、説明を終わります。  

 

議   長   ３月２７日の薩󠄀摩川内市都市計画審議会に下茂委員が出席して

おりますので、ご報告をお願いいたします。  

 

下茂委員   ９番、下茂が、３月２７日行われました都市計画審議会の内容を

報告いたします。１番に都市計画審議会への付議予定案件が、２番

に都市計画マスタープランの策定状況ということで審議が行われ

ました。  

その案件の内容としましては、土地利用計画制度ということで、

様々な制度を組み合わせて活用することで、地域の実情に沿って定

める土地利用のルール、用途地域の中で、土地の利用目的に応じて、

建築できる建物の種類や規模を制限する地域を定めるものであり

ます。  

都市計画審議会の審議会への付議予定案件です。用途地域による

建築制限ということで、１に建物用途に関する制限、建てられる建

物の使い方のルール。２に面積に関する制限決定率と容積率、建て

られる建物の広さのルール。３に高さに関する制限、斜線制限と日

陰規制、建てられる建物に高さのルールを用いるということで、審

議会の内容の説明を報告いたします。終わります。  

 

議   長   以上、主要事務処理経過報告がございましたが、何か御質疑ござ

いませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  

 

議   長   「なし」ということですので、主要事務処理経過報告を終ります。  

次は、議事録署名者の選任ですが、こちらの方で指名してよろし

いでしょうか。  

 

委   員   （はいの声あり）   

 

議     長   ご異議ございませんので、     

１７番：礒道  博和委員、１８番：梶原  拓二委員にお願いいた

します。それでは、さっそく、会次第５の報告に入らせていただき
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ます。  

初めに、報告第１２１号「農地法第１８条第６項の規定による合

意解約通知について」を議題とします。事務局の内容説明をお願い

します。  

 

梶原代理   はい、議長。報告第１２１号を説明いたします。資料は２ページ

から８ページをご覧ください。  

今月の合意解約は受理番号１番から３６番までの３６件で、登

記地目  田２６筆３８，１２６㎡、畑２７筆２４，１４１㎡、その

他１３筆５，５９６㎡、合計６６筆６７，８６３㎡の合意解約通

知がありました。  

このうち、農地流動化促進事業補助金の返納は２件です。  

薩󠄀摩川内市農業委員会規則第５条第１項第３号の規定に基づき、

処理いたしましたので報告いたします。  

以上で、報告第１２１号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局より報告第１２１号の説明が終わりました。これ

につきまして、何か御質疑、御意見はございませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  

 

議   長   質疑がありませんので、報告第１２１号を終ります。  

次は、報告第１２２号「非農地証明発行の専決処分について」を

議題とします。事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原代理   はい、議長。報告第１２２号を説明いたします。資料は９ページ

から１１ページをご覧ください。  

今月の証明発行願いは、受理番号１番から１４番までの１４件で、

登記地目  田１３筆１１，２１０㎡、畑１２筆５，８９６㎡、合計

２５筆１７，１０６㎡の証明発行願が提出されました。  

非農地の議決内容につきましては、備考欄の議決日、議決番号を

それぞれご参照ください。いずれも農地法第２条第１項に規定する

農地では無いことを証明する非農地判断議決済みであり、申請には

妥当性があると認められることから、薩󠄀摩川内市農業委員会非農地

証明書の発行基準５の規定により処理いたしましたので報告いた

します。以上で、報告第１２２号に係る説明を終ります。  
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議   長   ただ今、事務局より報告第１２２号の説明が終わりました。これ

につきまして、御質疑、御意見はございませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  

 

議   長   質疑がありませんので、報告第１２２号を終ります。  

次は報告第１２３号「農地転用事実証明願の専決処分について」

を議題とします。事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原代理   はい、議長。報告第１２３号を説明いたします。資料は１２ペー

ジをご覧ください。  

今月は、受理番号１番の１件で、登記地目は畑１筆９６３㎡の農

地転用事実証明願が提出されました。薩󠄀摩川内市農業委員会規則第

５条第１項第４号の規定に基づき、会長が専決処分を行いましたの

で報告いたします。許可年月日、転用目的については、備考欄をご

参照ください。転用目的どおり実行されていますが、現在まで不動

産登記法に係る地目の変更登記がされておらず、今般地目の変更登

記に必要な転用許可証を紛失されており、当該証明願いが提出され

たものです。なお、現地確認については、小城委員が調査され、転

用目的どおり利用されていることを確認していただきました。以上

で、報告第１２３号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局より報告第１２３号の説明が終わりました。これ

につきまして、御質疑、御意見はございませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  

 

議   長   質疑がありませんので、報告第１２３号を終ります。  

次は、報告第１２４号「薩󠄀摩川内市農業委員会農地利用最適化推

進員候補者の選任について」を議題とします。事務局の内容説明を

お願いします。  

 

梶原代理   はい、議長。それでは、当日配布しております報告第１２４号を

説明いたします。薩󠄀摩川内市農業委員会農地利用最適化推進委員の

候補者を１番から２１番まで掲載してございます。  

令和８年３月２日から４月１日まで、薩󠄀摩川内市農業委員会農地
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利用最適化推進委員を公募いたしました。その公募に基づき、薩󠄀摩

川内市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会にお

いて、薩󠄀摩川内市農地利用最適化推進委員候補者を決定いたしまし

た。選考された候補者については、薩󠄀摩川内市農業委員会農地利用

最適化推進委員の選任に関する要綱第５条第３項に基づき、農業委

員会総会へ報告することになっております。以上で報告第１２４号

についての説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局より報告第１２４号の説明が終わりました。これ

につきまして、御質疑、御意見はございませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  

 

議   長   質疑がありませんので、報告第１２４号を終ります。  

次に、議案第３７３号「農地法第５条許可申請書の取下げ願いの

承認について」を議題といたします。事務局の内容説明をお願いし

ます。  

 

長沼Ｇ長   はい、議長。議案第３７３号を説明いたします。資料は、１３ペ

ージから１４ページご覧ください。  

今月の申請は、受理番号１番の１件で、登記地目：田７筆５，９

２９㎡の申請がありました。内容といたしましては、令和７年５月

２７日開催の第２６回総会で議案第２８５号１３番を許可相当で

意見決定し、県に進達していた「店舗・駐車場」の目的について、

申請人から、社会的理由により事業実施することが困難であること

から、申請を取下げたいと申し出があり、今般申請書の取下げ願い

が提出されたものです。以上で議案第３７３号に係る説明を終わり

ます。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。質疑に入ります。御質疑ご

ざいませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

議案第３７３号については、原案のとおり承認することに賛成
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の方の挙手を求めます。  

 

委   員   （全委員挙手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第３７３号は承認されましたので、意

見を付して、鹿児島県知事に書類を進達することに決定いたします。 

次に、議案第３７４号「農地法第５条の規定による農地等の所有

権移転・売許可申請承認について」を議題といたします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

長沼Ｇ長   議案第３７４号を説明いたします。資料は、１５ページから１７

ページをご覧ください。農地判定の根拠及び位置図・調査表につき

ましては、備考欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号１番から６番の６件で、登記地目  田４

筆  ２２１㎡、畑４筆１，１３２㎡、その他（宅地）２筆４２８．

２５㎡の申請がありました。   

内容を説明いたします。まず、１番は資材置場・駐車場での申請

です。次に２番は、保養所での申請です。登記地目は宅地ですが、

農地台帳に畑として登録されていたため、申請されたものです。  

一体利用地として、１１９７番４  宅地  ９１．９３㎡と一体利

用で総面積は５２０．１８㎡になります。また、私有地を通ること

から通行承諾書が添付されています。  

３番は、一般住宅での申請です。転用実行者は、県外に住所があ

りますが、帰郷するに伴い一般住宅の建築計画をしたものです。  

また、残地については、議案第３７８号６番、３条：所有権移転

売許可と同時申請で、耕作目的で権利取得予定です。  

４番は、一般住宅での申請です。仮換地実測面積は、１９９．９

１㎡です。また、保留地２８．２９㎡と一体利用で総仮換地実測面

積は、２２８．２０㎡となります。  

５番は、一般住宅での申請です。仮換地実測面積は、７５．１７

㎡です。また、３８０４番  宅地  １６６．５６㎡一体利用で総仮

換地実測面積は、２４１．７３㎡となります。  

６番は、一般住宅での申請です。以上、申請内容を転用許可法令

一般基準、各項による書類審査及び現地調査を行い提案いたしまし

た。以上で議案第３７４号に係る説明を終わります。  

 



9 

 

 

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の現

地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

       

藥師寺委員  ３番、藥師寺が１番を報告いたします。４月１０日、辻󠄀推進委員

と事務局、梶原、長沼職員と現地調査を実施しましたので、報告し

ます。位置図２ページ、調査票１ページをご覧ください。申請地の

現況は、畑で耕作されていました。転用目的は、資材置場、駐車場

での申請です。申請書に添付してあります被害防除計画には妥当性

があり、現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。以

上のようなことから、申請は農地法関連法令には抵触せず、許可相

当と判断しました。以上です。  

 

小城委員   ６番、小城が２番を報告いたします。４月１０日、福壽推進委員

と事務局、福永、松下職員と現地調査を実施しましたので、報告し

ます。位置図３ページ、調査票２ページをご覧ください。申請地の

現況は、畑ですが、耕作されていませんでした。転用目的は、保養

所を作る予定となっています。申請書に添付してあります被害防除

計画には妥当性があり、現地調査の内容は、調査票に記載してある

とおりです。以上のようなことから、申請は農地法関連法令には抵

触せず、許可相当と判断しました。以上です。  

 

小園委員   １６番、小園が３番を報告いたします。４月９日、古川推進委員

と事務局、梶原、長沼職員と現地調査を実施しましたので、報告し

ます。位置図４ページ、調査票３ページをご覧ください。申請地の

現況は畑で保全管理されていました。転用目的は、一般住宅の申請

です。申請書に添付してあります被害防除計画には妥当性があり、

現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。以上のよう

なことから、申請は農地法関連法令には抵触せず、許可相当と判断

しました。以上です。  

 

藥師寺委員  ３番、藥師寺が４番から６番を続けて報告いたします。調査日、

調査員は、先ほどと同じです。  

まず、４番です。位置図５ページ、調査票４ページをご覧くださ

い。申請地の現況は、畑で保全管理されていました。転用目的は、

一般住宅での申請です。  

次に５番です。位置図６ページ、調査票５ページをご覧ください。
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申請地の現況は、畑で耕作されていました。転用目的は、一般住宅

での申請です。  

次に６番です。位置図７ページ、調査票６ページをご覧ください。

申請地の現況は、畑で保全管理されていました。転用目的は、一般

住宅での申請です。  

申請書に添付してあります被害防除計画には妥当性があり、現地

調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。以上のようなこ

とから、４番、５番、６番の申請は農地法関連法令には抵触せず、

許可相当と判断しました。以上です。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。質疑に入ります。御質疑ご

ざいませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。議案第３７４号について、

原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

委   員   （全委員挙手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第３７４号については、原案のとおり、

意見を付して、鹿児島県知事に書類を進達することに決定いたしま

す。  

次に、議案第３７５号「農地法第５条の規定による農地等の所有

権移転・贈許可申請承認について」を議題といたします。事務局の

内容説明をお願いします。  

 

長沼Ｇ長   はい、議長。議案第３７５号を説明いたします。資料は、１８ペ

ージをご覧ください。農地判定の根拠及び位置図・調査表につきま

しては、備考欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号７番の１件で、登記地目  畑１筆  ３５

７㎡の申請がありました。内容を説明いたします。転用目的は、就

労継続支援Ｂ型事業所での申請です。  

法人の代表者より、農地の一部を譲り受け、事業計画したもので

す。残地については、福祉サービス利用者が、耕作いたします。以

上、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類審査及び現
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地調査を行い提案いたしました。以上で議案第３７５号に係る説明

を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の現

地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

小城委員   ６番、小城が７番を報告いたします。調査日、調査員は、前に述

べたとおりであります。位置図８ページ、調査票７ページをご覧く

ださい。申請地の現況は、畑で、耕作されていました。事業所を立

てる予定となっております。申請書に添付してあります被害防除計

画には妥当性があり、現地調査の内容は、調査票に記載してあると

おりです。以上のようなことから、申請は農地法関連法令には抵触

せず、許可相当と判断しました。以上です。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。質疑に入ります。御質疑ご

ざいませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。議案第３７５号について、

原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

委   員   （全委員挙手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第３７５号については、原案のとおり、

意見を付して、鹿児島県知事に書類を進達することに決定いたしま

す。  

次に、議案第３７６号「農地法第５条の規定による農地等の使用

貸借権設定許可申請承認について」を議題といたします。事務局の

内容説明をお願いします。  

 

長沼Ｇ長   はい、議長。議案第３７６号を説明いたします。資料は、１９ペ

ージをご覧ください。農地判定の根拠及び位置図・調査表につきま

しては、備考欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号８番から９番の２件で、登記地目  畑２

筆５６８㎡の申請がありました。内容を説明いたします。  
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まず、８番は、二世帯住宅での申請です。妻より申請地を借り受

け、計画したものです。私有地を通ることから通行承諾書が添付さ

れています。また、二世帯住宅の基準である５００㎡未満を超過し

ておりますが、境界内に擁壁があり、宅地として利用できないため、

その面積を差し引き、有効面積は、４９２．９４㎡となります。  

９番は、通路での申請です。父より申請地を借り受け、計画した

ものです。また、一体利用地：１７９７番３  宅地  外１筆  ３６

５．３２㎡と一体利用で総面積は４１０．３２㎡であり、一体利用

地に一般住宅を建築する計画です。  

以上、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類審査及

び現地調査を行い提案いたしました。以上で議案第３７６号に係る

説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の現

地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

藥師寺委員  ３番、藥師寺が８番、９番を続けて報告いたします。調査日、調

査員は、先ほどと同じです。  

まず、８番です。位置図９ページ、調査票８ページをご覧くださ

い。申請地の現況は、畑で耕作されていました。転用目的は、二世

帯住宅での申請です。私有地を通ることから通行承諾書が添付され

ています。また、二世帯住宅の基準である５００㎡未満を超過して

おりますが、農地の周辺には擁壁が設けられており、宅地として利

用できないことから、地積超過は妥当と判断しました。  

次に９番です。位置図１０ページ、調査票９ページをご覧くださ

い。申請地の現況は、畑で耕作されていませんでした。転用目的は、

通路での申請です。  

申請書に添付してあります被害防除計画には妥当性があり、現地

調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。以上のようなこ

とから、８番、９番の申請は農地法関連法令には抵触せず、許可相

当と判断しました。以上です。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。質疑に入ります。御質疑ご

ざいませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  
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議   長   ないようですので、採決いたします。議案第３７６号について、

原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

委    員   （全委員挙手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第３７６号については、原案のとおり、

意見を付して、鹿児島県知事に書類を進達することに決定いたしま

す。  

次に、議案第３７７号「非農地証明願承認について」を議題とし

ます。事務局の内容説明をお願いします。  

 

長沼Ｇ長   議案第３７７号をご説明いたします。資料は２０ページから２４

ページをご覧ください。位置図・調査表につきましては、備考欄を

ご参照ください。  

今月の申請は、受理番号１番から９番の９件で、登記地目  田２

３筆１６，９９３㎡、畑６筆２，１２９㎡の非農地証明願が申請さ

れました。  

内容について、ご説明します。１番は、平成１６年頃から耕作し

ておらず、原野化して現在に至っております。  

２番、４６３６番は、平成１０年頃から耕作しておらず、原野化

して現在に至っております。４６５５番は、平成３０年以上前から

住宅が建っていましたが、令和元年に取り壊ししております。その

後、農地として、耕作しておらず、雑種地化しております。また、

税務課の課税地目も雑種地となっています。  

３番は、平成２０年頃から耕作しておらず、原野化して現在に至

っております。  

４番は、平成２５年頃から耕作しておらず、原野化して現在に至

っております。  

５番は、平成１６年に農業用倉庫として使用し、現況は宅地化し

ております。また、税務課の課税地目も宅地となっております。  

６番、３７５番１は、平成８年頃に住宅を建築しましたが、申請

地と隣接地の宅地と一体利用しており、宅地化しております。４０

１９番３、１４０１９番５については、平成１７年頃から耕作して

おらず、原野化して現在に至っております。  

７番は、平成２８年頃から耕作しておらず、原野化して現在に至

っております。  
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８番及び９番については、随時で、利用状況調査を実施しました。 

８番は、東郷町斧渕の下鶴田土地改良区より、要望を受け、理由

としては、川内川流域の樋渡川の堤防工事の際に土が必要となり、

田を掘り下げ、その土を利用し、堤防工事が完成しました。  

結果、田を掘り下げたことにより、大雨や台風時に水没し、耕作

することが出来ず、原野化しており、現況に合わせて地目変更した

いとの理由でした。今回、要望を受けたため、利用状況調査を実施

し、現況は一体的に原野化しており、赤判定：再生困難な農地とし

て、非農地判断したものです。  

９番は、１番の調査時に周辺農地も一体的に遊休農地化していた

ため、利用状況調査を実施し、赤判定：再生困難な農地として非農

地判断したものです。  

なお、８番、９番については、個別で利用状況調査を実施したた

め、調査員からの報告はありません。以上で、議案第３７７号に係

る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の現

地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

藥師寺委員   ３番、藥師寺が１番を報告いたします。調査日、調査員は、先

ほどの報告と同じです。位置図１１ページ、調査票１０ページを

ご覧ください。  

申請地の現況は、平成１６年頃から耕作しておらず、原野化し

ておりました。本市非農地証明書の発行基準を満たし、周辺に影

響ないことから、非農地証明書を発行すべきと考えます。以上で

報告を終わります。  

 

小城委員   ６番、小城が２番を報告いたします。調査日、調査員は、先ほど

の報告のとおりです。位置図１２ページ、調査票１１ページをご覧

ください。  

申請地の現況は、原野、雑種地となっていますが、ほったらかし

だったりで、木が生い茂って状況で、本市非農地証明の発行基準を

満たしております。周辺も住宅やら奥は木が生い茂っている状況で

影響はないことから、証明書を発行すべきと考えます。以上です。 
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藥師寺委員   ３番、藥師寺が、３番、４番を続けて報告いたします。調査日、

調査員は、先ほどの報告と同じです。  

まず３番です。位置図１３ページ、調査票１２ページをご覧く

ださい。申請地の現況は、平成２０年頃から耕作しておらず、原

野化しておりました。  

次に４番です。位置図１４ページ、調査票１３ページをご覧く

ださい。申請地の現況は、平成２５年頃から耕作しておらず、原

野化しておりました。本市非農地証明書の発行基準を満たし、周

辺に影響ないことから、３番、４番は証明書を発行すべきと考え

ます。以上です。  

 

梶原委員   １８番、梶原が、５番から７番を続けて報告いたします。４月９

日、豊田推進委員と事務局、西薗、松下職員と現地調査を実施しま

したので報告します。  

まず５番について、位置図１５ページ、調査票１４ページをご覧

ください。申請地の現況は、平成１６年頃から農業用倉庫として使

用されており、宅地となっていました。  

次に６番について、位置図１６，１７ページ、調査票１５ページ

をご覧ください。申請地の現況について、３７５番１は、平成８年

頃より自宅を建築する際に隣接しており、宅地として一体利用して

いるため宅地となっていました。１４０１９番３及び１４０１９番

５は、平成１７年頃、ミカンを栽培していたミカンの木を切ってか

ら耕作して耕作しておらず、原野の状態でした。  

次に７番について、位置図１８ページ、調査票１６ページをご覧

ください。申請地の現況について、平成２８年頃から耕作しておら

ず、原野の状態でした。  

いずれにおきましても、本市非農地証明書の発行基準を満たし、

周辺に影響ないことから、証明書を発行すべきと考えます。以上で

す。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。質疑に入ります。御質疑

ございませんか。  

 

委   員   （な  し）  
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議   長   ないようですので、採決いたします。議案第３７７号について、

原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

委   員   （全委員挙手）   

 

議   長   賛成全員であります。議案第３７７号については、原案どおり承

認といたします。  

次は、議案第３７８号「農地法第３条の規定による農地等の所

有権移転・売許可申請承認について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

長沼Ｇ長   はい、議長。議案第３７８号を説明いたします。資料は２５ペー

ジから２６ページをご覧ください。位置図・調査表につきましては、

備考欄をご参照ください。今月の申請は、受理番号１番から７番の

７件で、田５筆  ５，３０１㎡、畑６筆  ３，６３５㎡の申請があ

りました。  

申請理由は、譲受人の「規模拡大」及び「営農開始」、譲渡人の

「労力不足」により、それぞれ売買されるものです。  

また、６番は議案第３７４号３番（５条：所有権移転：売許可申

請承認）と同時申請であり、新規就農のため、営農計画書が添付さ

れています。  

申請内容を農地法第３条第２項各号に規定する、農地の取得要件

について審査いたしました結果、機械力・労働力・技術力に係る全

部効率要件、及び農作業従事日数、集団化、効率的且つ、総合的な

利用に係る、地域調和要件のいずれにも抵触しないと認められます。

従いまして、何れの申請地も農地以外の目的で売買されるものでは

ありません。以上のようなことから、申請は許可要件の全てを満た

していると判断し提案いたしました。以上で、議案第３７８号に係

る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、申請地を事前に

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

小城委員   ６番、小城が１番を報告します。調査日、調査員は前に述べたと

おりであります。位置図２１ページ、調査票１７ページをご覧くだ

さい。申請地の現況は田で、管理されている状況であります。  
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権利取得者は、規模拡大のための権利取得で、また、田んぼは畑

として使用する予定となっています。申請者は、経営意欲も高く、

全部効率要件及び地域調和要件ともに問題はなく、申請は許可相当

と考えます。以上です。  

 

藥師寺委員  ３番、藥師寺が２番を報告します。調査日、調査員は先ほどの報

告のとおりです。位置図２２ページ、調査票１８ページをご覧くだ

さい。申請地の現況は畑で、保全管理されていました。  

権利取得後は、苗床として利用予定です。規模拡大のための権利

取得で、また、田んぼは畑として使用する予定となっています。申

請者は、経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問

題はなく、申請は許可相当と考えます。以上で報告を終わります。 

 

梶原委員   １８番、梶原が３番から５番を報告します。調査日、調査員は先

ほどのとおりです。まず３番について、位置図２３ページ、調査票

１９ページをご覧ください。申請地の現況は畑で保全管理されてい

る状況であります。権利取得後は、果樹や野菜を栽培予定です。  

      次に４番について、位置図２４ページ、調査票２０ページをご覧

ください。申請地の現況は田、畑ともに耕作され、保全管理されて

いました。権利取得後は水稲を栽培予定です。  

      次に５番について、位置図２５ページ、調査票２１ページをご覧

くだい。申請地の現況は畑で保全管理されていました。権利取得後

は、野菜を栽培予定です。  

いずれも規模拡大のための権利取得で、また、田んぼは畑として

使用する予定となっています。申請者は、経営意欲も高く、全部効

率要件及び地域調和要件ともに問題はなく、申請は許可相当と考え

ます。以上です。  

 

小園委員   １６番、小園が６番を報告します。調査日、調査員は先ほどのと

おりです。位置図２６ページ、調査票２０ページをご覧ください。

申請地の現況は畑で、保全管理されていました。  

権利取得後は、野菜を栽培予定です。また、新規営農のため営農

計画書が添付されています。新規営農のための権利取得で、経営意

欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問題はなく、申請

は妥当だと考えます。以上です。  
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西  委員   １５番、西が７番を報告します。４月９日、早﨑推進委員と事務

局、福永職員と現地調査を実施しましたので、報告します。  

７番について、位置図２７ページ、調査票２３ページをご覧くだ

さい。申請地の現況は田で耕作はされておらず、管理はされており

ました。  

権利取得後は、水稲を栽培予定です。経営規模拡大のための権利

取得で経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問題

はなく、申請は許可相当と考えます。以上です。  

 

議   長  ただ今、調査員の報告が終りました。  

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

議案第３７８号については、原案のとおり許可することに賛成

の方の挙手を求めます。  

 

委    員   （全委員挙  手）   

 

議   長   賛成全員であります。議案第３７８号につきましては、原案の

とおり許可することに決定いたします。  

 

議   長   次に、議案第３７９号「農地法第３条の規定による農地等の所有

権移転・贈許可申請承認について」を議題とします。事務局の内容

説明をお願いします。  

 

長沼Ｇ長   はい、議長。議案第３７９号を説明いたします。資料は２７ペー

ジから２８ページをご覧ください。位置図・調査表につきましては

備考欄をご参照ください。今月の申請は、受理番号８番から受理番

号１４番の７件で、田１０筆  ８，４４１㎡  畑３筆  １，８２３

㎡  の申請がありました。  

申請理由といたしましては、親子間、親戚間、知人間の贈与によ

るものです。また、８番・１２番については、新規営農のため、営

農計画書が添付されています。申請内容を農地法第３条第２項各号

に規定する、農地の取得要件について審査いたしました結果、機械



19 

 

 

 

力・労働力・技術力に係る全部効率要件及び農作業従事日数、集団

化、効率的かつ総合的な利用に係る地域調和要件の何れにも抵触し

ないと認められます。従いまして、いずれの申請地も農地以外の目

的で贈与されるものではありません。以上のようなことから、許可

要件の全てを満たしていると判断し提案いたしました。以上で、議

案第３７９号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、申請地を事前に

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

小城委員   ６番、小城が８番と９番を報告します。調査日、調査員は前に述

べたとおりであります。まず、８番、位置図２８ページ、調査票２

４ページをご覧ください。申請地の現況は畑で、保全管理されてい

る状況でした。申請者は野菜を作る予定となっております。  

      続きまして９番です。位置図２９ページ、調査票２５ページをご

覧ください。申請地の現況は田で耕作されていました。引き続き、

水稲を作る予定となっております。  

いずれも経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに

問題はなく、申請は許可相当と考えます。以上です。  

 

藥師寺委員  ３番、藥師寺が１０番を報告します。調査日、調査員は先ほどの

とおりです。位置図３０，３１ページ、調査票２６ページをご覧く

ださい。申請地の現況は田で耕作されていました。  

権利取得後は、水稲を栽培予定です。規模拡大のための権利取得

で、また、田んぼは畑として使用する予定となっています。申請者

は、経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問題は

なく、申請は許可相当と考えます。以上で報告を終わります。  

 

小城委員   ６番、小城が１１番を報告します。調査日、調査員は前に述べた

とおりです。位置図３２ページ、調査票２７ページをご覧ください。 

申請地の現況は田で耕作されていました。権利取得後も水稲を作

る予定となっております。経営意欲も高く、全部効率要件及び地域

調和要件ともに問題はなく、申請は許可相当と考えます。以上です。 

 

山路委員   １４番、山路が１２番を報告します。去る、４月９日、鬼塚推進

委員と事務局、梶原、長沼職員と現地調査を実施しましたので、報

告します。位置図３３ページ、調査票２８ページをご覧ください。  

申請地の現況は畑で耕作されていませんでした。  



20 

 

 

 

      権利取得後は、サワーポメロを栽培予定です。また、新規営農の

ための権利取得で経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件

ともに問題はなく、申請は許可相当と考えます。以上です。  

 

小園委員   １６番、小園が１３番を報告します。調査日、調査員は先ほどの

とおりでございます。位置図３４ページ、調査票２９ページをご覧

ください。申請地の現況は、田と畑で耕作されていました。権利取

得後は、飼料作物を栽培予定です、新規営農のための権利取得で、 

      権利取得後は、サワーポメロを栽培予定です。また、新規営農の。

経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問題はなく、

申請は許可相当と考えます。以上です  

 

西  委員   １５番、西が１４番を報告します。調査日、調査員は先ほどのと

おりでございます。  

１０番について、位置図３５ページ、調査票３０ページをご覧く

ださい。申請地の現況は田で耕作されておりました。  

権利取得後は、水稲を栽培予定です。規模拡大のための権利取得

で経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問題はな

く、申請は許可相当と考えます。以上で報告を終わります。  

 

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。質疑に入ります。何か御質

疑ございませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。議案３７９号につきまして、

原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

委   員   （全委員挙手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第３７８号につきましては、原案のと

おり許可することに決定いたします。  

 

議   長   次は、議案第３８０号「農用地利用集積等促進計画案（農地中間

管理権設定）の意見決定について」、農業経営基盤強化促進法第１
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８条第１項に基づき市長部局より提出されましたので、 当委員会

の意見について審議を求めるものでございます。  

なお、農業委員会等に関する法律第３１条に「議事参与の制限」

に関する議案は、受理番号１６番です。  

まず、議事参与を除く案件について審議いたします。事務局の内

容説明をお願いします。  

 

梶原代理   議案第３８０号を説明いたします。資料は２９ページから４５ペ

ージをご覧ください。今月の申請は、田：７５，６２９㎡、畑１１

４，６５５㎡、合計１９０，２８４㎡の申請がありました。  

中間管理権設定８５件中、認定農業者等に係る分は２９件です。

議事参与案件を除く案件について説明いたします。  

議事参与案件を除く受理番号１番から１５番、１７番から８５番

については、申請内容を農地中間管理事業の推進に関する法律第１

８条第５項各号の規定に基づき農用地利用の集積等促進計画を審

査いたしました結果、申請は許可要件の全てを満たしていると判断

し、提案いたしました。以上で、説明を終ります  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。受理番号１６番を

除く、受理番号１番から１５番、１７番から８５番につきまして、

意見決定することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

委   員   （全委員挙手）  

 

議   長   賛成全員であります。受理番号１６番を除く、受理番号１番から

１５番、１７番から８５番につきまして、原案のとおり意見決定さ

れました。  

次に、受理番号１６番に係る議事参与案件について審議に入りま

す。永留委員は農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制

限」を受けますので、退席をお願いします。  
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永留委員   （退席・退室）  

  

議   長   受理番号１６番につきまして、事務局の内容説明をお願いします。 

 

梶原代理   農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」を受ける

議案第３８０号受理番号１６番に係る利用権を設定する者が、当委

員会農業委員の永留委員：本人ですので、内容説明いたします。  

資料は、３２ページをご覧ください。申請内容を農地中間管理事

業の推進に関する法律第１８条第５項各号の規定に基づき農用地

利用の集積等促進計画を審査いたしました結果、申請は許可要件の

全てを満たしていると判断し提案いたしました。以上で、説明を終

ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。質疑に入ります。御質疑ご

ざいませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。受理番号１６番に係る議事

参与案件は、原案のとおり意見決定することに賛成の方の挙手を求

めます。  

 

委    員   （全委員挙手）  

 

議   長   賛成全員であります。受理番号１６番に係る議事参与案件は原案

のとおり意見決定いたします。永留委員の入室をお願いします。  

 

永留委員           （  入  室  ）  

 

議   長   議案第３８０号「農用地利用集積等促進計画案（農地中間管理権

設定）の意見決定について」は、原案のとおり意見決定されました

ので薩󠄀摩川内市長へ許可意見を付して書類送達することといたし

ます。  

次は、議案第３８１号「令和８年度最適化活動の目標の設定等

（案）について」を議題といたします。事務局の内容説明をお願い

します。  
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事務局長   はい、議長。議案第３８１号を説明いたします。資料の４１ペー

ジをお開きください。本議案は、農業委員会法第３７条に基づく

「情報の公表」として、令和８年度最適化活動の目標の設定等（案）

について、総会において審議いただき、議決を求めるものであり

ます。  

４７ページ  をお開きください。ローマ数字１の農業委員会の状

況では、令和８年４月１日時点の状況を記載しています。  

１の農業委員会の現在の体制で、農業委員、農地利用最適化推進

員の定数、実数等を。  

２の農家・農地等の概要で、農業経営体数、農業者数、耕地面積

等を示しております。  

続きまして、４８ページをお開きください。ローマ数字２の最適

化活動の目標では、１の最適化活動の成果目標、（１）農地の集積

の①現状及び課題で、管内の農地面積（Ａ）３ ,９２０ｈ a、これま

での集積面積（Ｂ）１ ,２４４ .４ｈ a から集積率は、３１ .７％とな

っています。  

②目標ですが、これまで同様に、県が示した目標年度の集積率、

新規集積面積の目標値を使用し、今年度末の集積率の目標を３３ .

２％としています。  

続きまして、（２）の遊休農地の解消、①現状及び課題では、昨

年の利用状況調査結果のデータを記載しています。②目標のアの  

既存遊休農地の解消、ａの緑区分の遊休農地の解消及びｂの黄色区

分の遊休農地の解消は、昨年度と同様です。イの新規発生遊休農地

の解消は、昨年の利用状況調査結果より５９．８ｈａとなりました。 

続きまして、４９ページをお開きください。（３）の新規参入の

促進、①現状及び課題では、７年度の新規参入者は、１経営体、経

営面積０ .３５ｈ a でありました。②目標は、4 年度の権利移動面積

１０１ .２ｈ a を追記し、平均が１３１ｈ a となりましたので、新規

就農者への貸付等について農地所有者の同意を得た上で公表する

農地の面積は、１３ .１ｈ a を記載しています。  

続きまして、２の最適化活動の活動目標では、（１）の推進委員

等が最適化活動を行う日数目標、（２）の活動強化月間の設定目標、

（３）の新規参入相談会への参加目標は、昨年と同様の設定をして

います。以上、議案第３８１号  令和８年度最適化活動の目標の設

定等（案）の説明を終わります。  
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議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。質疑に入ります。何か御質

疑ございませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。議案第３８１号に

つきまして、原案のとおり意見決定することに賛成の方の挙手を求

めます。  

 

委   員   （全委員挙手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第３８１号は、原案のとおり意見決定

されました。次は、議案第３８２号「薩󠄀摩川内市地域計画変更に係

る意見書について」を議題とします。事務局の内容説明をお願いし

ます。  

 

長沼Ｇ長   はい、議長。議案第３８２号を説明します。資料は、５０ページ

から５６ページからになります。令和７年３月３１日に本市の地域

計画は策定されました。今回、地域計画の変更として農業を担う

者・農地の追加、地域計画内農地からの削除するにあたり、意見を

求められており、提案するものです。  

まず、資料の５２ページをお開きください。概要としては、２８

地域のうち、２１の地域の川内８地域、樋脇３地域、入来３地域、

東郷３地域、祁答院３地域、甑島１地域となります。  

次に、資料の５３ページをお開きください。変更（案）としては、

１と２があるんですけれども、まず１の名簿関係につきましては、

認定農業者、認定新規就農者、加工用米に取り組まれる予定の者、

次に農業制度資金関係について必要と思われる者を地域内の農業

を担う者一覧への追加となります。２番の農地関係につきましては、

（１）今回、地域内の農業を担う者一覧に追加したことに伴うもの

で、（２）すでに地域内の農業を担う者一覧に記載されていたので

すが、経営する農地が地域計画内農地とないっていないもの。３番、

農業委員会より情報提供して、事業導入予定地について、地域計画

内農地として追加の方を要望いたしました。こちらの方が、農地中

間管理事業の久住町と脇町の柳原を追加要望しております。  

削除については、農振除外予定地を地域計画内農地からの削除と
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なりますが、続いて、資料の５４ページから５６ページをお開きく

ださい。まず、地域内の農業を担う者の対象追加者はたくさんある

んですけれども、全部で６５の法人・個人の認定農業者等となりま

す。２番の地域計画内の追加農地は、農業を担う者の新規・追加及

び事業導入予定農地に伴うもので、筆数として４６１筆。面積とし

ましては、５０８，６１４㎡となります。  

また、地域計画からの削除としては、５６ページになりますが、

ことらは２カ所、面積１，７３６㎡となります。  

今回、農地転用予定地であることから、農業委員会から削除依頼

して削除するものです。農業経営基盤強化促進法第１９条第６項の

規定に基づき、意見を求められており、提案いたしました。以上で

説明を終わります。  

       

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

山路委員   １４番、山路です。ちょっと意味がわからなかったのですが、こ

のリストからまた選び上げるという意味なんでしょうか。  

 

長沼Ｇ長   はい、議長。一応ですね、このリストは、地域計画の農業を担う

者の登録者になり、新規の登録となります。  

      今後は地域計画に農業者を担う者と対象農地が追加されていな

いと、国の事業等が使えなくなるものですから、今回、追加したか

たちとなっております。  

 

木下委員   １０番、木下です。去年、消防局で説明のあった資料を見たとき

に、陽成、八幡、南瀬、鳥丸、可愛、八重の地域計画については、

今回、私が申し上げた６地域についてはどうなるのでしょうか。  

 

梶原代理   はい、議長。今回は、農業政策課の方から変更があった分につい

て上がってきておりますので、昨年設定したところに変更がないと

ころは、上がっていません。前の計画は、そのまま継続していきま

すので、今回、委員が言われた地域で記載のないものは、変更がな

いものと思いますが、地域計画がどうなっていますかということを

お聞きしたいのでしょうか  
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木下委員   はい、そちらに情報が入ってきて、この６件については、継続で

この新規のリストにはなく、そのままずっといくということですか  

 

梶原代理   はい、議長。令和７年度に作った地域計画をもとに、今回、令和

７年度に見直しがあった分について上がっておりますので、変更が

ないものも出てきます。もちろん、それを見直しながら、地域計画

を毎年していくということで、今回、農業政策課の方から依頼があ

りましたので、その分の意見を農業委員会が回答する必要がありま

すので、今回、議案として上げております。  

      このように毎年、見直しが出てくる予定です。農業を担う者とし

て記載がないと国の制度に該当しなかったり、制度の絡みもござい

ますので、必要に応じて、面積が増えたりということが予想されま

す。  

      また、地域計画から削除されることは、転用とかの場合は、見直

しをして、外していくということが随時求められていくことになり

ますので、今回については、農業政策課の方の見直しの一環として、

追加するということが挙げられてきたので、議案として上程させて

いただいたということでご理解いただければと思います。  

 

木下委員   そしたら、今さっき、５５ページの個人ごとの名前が出てきてい

る方については、農業政策課の方が、昨年度策定した地域計画にプ

ラスした形で資料的には表現され配布されるというものでいいで

すかね。  

 

梶原代理   今、言われたとおり、農業者を担う者としてリストに追加されて、

整備されていくことで、また一覧については、農業政策課からデー

タをもらって、今後配布するタブレットで共有したいと思います。 

 

議   長   ほかにご指摘はございませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。議案第３８２号に

ついては、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

委    員   （全委員挙手）  
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議   長   賛成全員であります。議案第３８２号は、原案のとおり許可      

することに決定いたします。  

以上で、本日の議案審議は全て終了いたしました。次は、会次第

７のその他に入ります。５月の申請等現地調査及び総会の日程につ

いて事務局の説明をお願いします。  

 

梶原代理   ５月行事予定（案）について説明いたします。お手元に配付して

おります行事予定（案）をご覧ください。１１日（月）が支所地域

の現地調査、１２（火）が本庁の現地調査、調査員は記載のとおり

です。  

また、議案提出状況により調査コース、時間等の調整を事務局で

行い連絡いたします。甑地域におかれましても、同様に調整をお願

いいたします。川内地域については、申請が多い場合は３班体制で、

本庁・支所のいずれも午前中までは終了の形をとります。川内地域

は、午前８時３０分までに農業委員会事務局にご集合ください。  

次に、支所班は、各支所で集合解散とし、いずれも午前中までに

は終了予定です。それから、下段に記載の５月総会は５月２６日

（火）午後１時から、ＳＳプラザ川内の３階第３０１から第３０３

会議室を予定しています。  

また、裏面は５月から７月の行事予定を記載してあります。４月

にお配りした行事予定から変更や追加のあった箇所は網かけして

おりますので、ご確認をお願いします。  

主な行事について、説明いたします。５月１日（金）が、次期の

農業委員の辞令交付及び第１回農業委員会総会を６０１会議室で

開催です。１４日（木）に、次期の農地利用最適化推進委員の辞令

交付及び第１回農地利用最適化推進会議を６０３、６０４会議室で

開催です。１５日（木）は第１回農業委員会運営委員会を６０５会

議室で開催です。２０日（水）薩󠄀摩川内市都市計画マスタープラン

策定委員会がＳＳプラザ川内で開催されます。  

なお、７月１０日（金）に、農業者年加入推進会議及び農地利用

状況調査推進会議を開催いたしますので、場所は調整中ですが、日

程確保をお願いします。その他の行事につきましては、後ほどご確

認いただき、今後の予定等にお役立てください。以上で説明を終り

ます。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りましたが、この件についてご質問、
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ご意見等はございませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  

 

議   長   そのほかに、全体的に何かございませんか。  

 

委   員   （なしの声あり）  

 

議   長  事務局から何かございませんか。  

 

議   長   これをもちまして第３７回薩󠄀摩川内市農業委員会総会を閉会い

たします。  

 

梶原代理  皆さん、ご起立下さい。  

       一同、礼  

 

       「閉  会」            【終了  １４：３０】  


